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市川市行徳野鳥観察舎喫茶サービス業務委託仕様書 

 

 この仕様書は、市川市（以下「委託者」という。）が発注する下記の業務に関して、受託

者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。 

 

１．件  名  市川市行徳野鳥観察舎喫茶サービス業務委託 

２．目  的 

本業務は、市川市行徳野鳥観察舎 1 階に開設する喫茶コーナーにおいて、来館者が 

気軽に休憩を取りながら行徳近郊緑地内の眺望等を楽しめるよう喫茶サービスを 

提供するもの。 

 

３．委託場所 

市川市福栄４丁目２２番１１号（行徳野鳥観察舎内） 

 

４．委託期間 

令和７年６月１日から令和８年３月３１日まで 

 

５．一般事項 

（１） 喫茶スペース（キッチンスペース） 

① 場  所  行徳野鳥観察舎１階 

② 対象面積  ： 約６㎡ 

（２） 業務実施上の留意点 

① 業務実施に当たっては、委託者の当該事業の運営上の考え方を踏まえて行うもの

とし、委託者との連絡を密にし、協議を行いながら実施するものとする。 

② 受託者は、紹介・販売業務を円滑に遂行するために必要な業務従事者を２名以上

配置するとともに、業務管理上、業務責任者（喫茶サービス業務経験５年以上）

を定めるものとする。業務責任者の当該施設における実働時間は概ね２時間/日以

上とする。 

 

６．業務内容  

（１）喫茶サービスの提供 

受託者は、別紙２に示す喫茶スペースにおいて、営業時間中に、希望する来館者に対

して有料で飲料及び食品（以下、飲料等）を提供する。 

「飲料」・・・主にホットコーヒーおよびアイスコーヒー等。 

「食品」・・・主に包装された菓子類等。 
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